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これまで当社が申請した熊取事業所の新規制基準適合に係る第1～3次設工認審査に
おいて、規制庁殿から設工認申請書（以下「申請書」という。）の品質に係る指摘を受け
ており、その都度、再発防止対策を講じてきた。

しかしながら、8月27日に申請した第4次申請書に対し、記載内容の総点検を実施したと
ころ、複数の不適切な記載等があることを確認した。

そのため、 第4次申請書の不適切な記載等を改めた上で補正申請することとした。これ
に先立ち、申請書の作成に関わる品質管理の方法を見直し、不適切な記載等の発生原
因を分析するとともに、新たに再発防止対策を立案し、実施した。

１．はじめに
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２．申請書の不適切な記載等の内容と発生状況

不適切な記載等の内容は次のとおりである。詳細をP4に示す。
文章・図表中の引用間違い

施設・設備・部材等名称間違い・脱字

説明の不備・不足

添付図中の仕様値の間違い、仕様表の説明に必要な情報の不足、凡例抜け、誤記・
脱字等

新検査制度に関する記載間違い（従来制度に基づいた記載の存在）

不適切な記載等の原因の要約は次のとおりである。詳細をP8、9に示す。
作成部門である設備管理部及び環境安全部はレビューを重ね申請書の正確性を高め
ているが、作成部門内の人数が限定的なチームにおいてはレビューに限度があり、そ
のことへの備えが不十分であった。

申請書の作成方法（作り込み方、使用する用語の標準化等）に不備があった。

第4次申請書の作成に当たってはレビュー・チェックプロセス（体制）を強化したが、体
制の役割分担、レビュー・チェック結果の反映等の管理体制・方法を明確にできていな
かった。

また、レビュー・チェック結果の反映等を作成部門任せとし、熊取事業所としての最終
確認が不十分であった。
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大分類 小分類 発生状況

文章・図表中の引
用間違い

引用した計算書番号間違い • 容易に判別できる内容
であり、レビュー・チェッ
ク不足により発生

• レビュー・チェックでき
ていたにも関わらず未
修正・未反映により発
生

引用した図表番号間違い
引用した脚注番号間違い

施設・設備・部材等
名称間違い・脱字

仕様名称間違い

説明の不備・不足

凡例記載抜け
図表等のタイトル誤記
計算式中の数値記載漏れ
安全機能等に係る説明の不足、図面中の注釈の不備 • 技術的な知識を要する

内容であり、レビュー・
チェック不足により発生

• 安全機能一覧表の位
置付けが不明確なこと
に起因して発生

仕様値間違い
添付図中の仕様値
の間違い、仕様表
の説明に必要な情
報の不足、凡例抜
け、誤記・脱字等

仕様図面不備
仕様説明間違い
引用先の図表における不十分な記載
仕様値未記載
仕様記載漏れ

新検査制度に関す
る記載間違い

従来制度に基づいた記載

• 記載変更不要との思い
込みにより発生

• 新検査制度に係る理解
不足により発生

２．申請書の不適切な記載等の内容と発生状況

第4次申請書の総点検（専門レビュー及び一般チェック）を、申請後に実施したところ、申
請書の品質に影響がある不適切な記載等（下表）が、合計約200箇所あることを確認した。
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３．申請書の作成プロセス

第4次申請書の作成プロセスは次のとおり。
申請書は、保安品質保証計画書及び保安規定に基づく確認を行い、作成している。
作成部門は、以下を実施する。
作成者は担当箇所に対してセルフチェックを実施する。①
作成部門が、相互にチェックを行う。（専門レビュー）②
 申請書中の記載不備防止のために、申請書中の同じ数値を示す箇所同士の整合を確認する等を
行う。

最終段階で関係者らが読み合わせ形式でレビューする。読み合わせにより得られた確認事
項、修正事項について対応要否と対応者を整理し、必要な事項を申請書へ反映する。③

作成部門は、作成した申請書について、核燃料安全委員会の審議を受ける。核燃料安全委員会で
は、基本的な記載事項が技術基準規則等へ適合していることを確認する。

第3次申請書に対する指摘事項への対応として、設工認確認チームが作成期間を通じて事業許可
事項との整合性、技術基準との整合性、分割する設工認間での技術基準適合の抜けもれの防止等
をレビューする。 ④

第4次申請書作成における特別対策として、所長は申請書の審査に当たり副所長に支援チームの
結成を指示し、レビュー（一般チェック）を行わせる。⑤

改善の必要な
プロセス

効果はあったが、更なる改善の
必要なプロセス

効果はあったが、更なる改善の
必要なプロセス

注）丸数字はP8、9で使用
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第3次申請書に対する指摘事項への対応である設工認確認チームによるレビュー
第3次申請書に対する品質に関する指摘事項
申請書確認体制の強化を社として行うこと。
1名若しくは2名が全体を俯瞰した確認を行うこと。
確認に当たっては、保安品質保証計画書及び保安規定に従うこと。

体制の強化策（申請書内容確認強化のため、全社大の設工認確認チーム立上げ）

核燃料安全委員会委員であり、かつ事業所とは独立した立場にある品質・安全管理室長
を設工認確認チームの責任者とする。
設工認確認チームのメンバーは、申請書全体を俯瞰的にレビューし*1 、確認ができる力
量を持つ規制対応の実績を十分に積んだ専門家とする。

設工認確認チームは、申請書の作成段階から、段階的にレビューを行う。申請書の完成
段階において、最終的な確認を行う。

品質・安全管理室長は、設工認確認チームによる申請書の精査を終えたことを社長に報
告し、これを設工認申請の必要条件とする。

設工認確認チームによるレビューの妥当性

事業許可事項との不整合、技術基準への適合の説明の妥当性に関しコメントし、申請書
の記載の修正に繋げている。

*1 ： 申請書全体の平仄を確保するために、事業許可事項との整合性、技術基準との整合性、分割する設工認間
での技術基準適合の抜けもれの防止等を主な確認のポイントとする。

４．申請書作成に係る品質管理体制 '19年12月19日審査会合指摘事項への対応
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熊取事業所長による特別対策：支援チームによるレビュー（以下「一般チェック」という。）

熊取事業所の保安活動に責任を持つ熊取事業所長は、申請書を審査するに当たり、副所長
に申請書の品質確保のための支援チームの結成を指示した。

特別対策の内容

副所長は、次の観点から申請書の品質確保を図るために、点検マニュアルを作成すると
ともに、全社から点検要員を招集し支援チームを構築し、一般チェックを実施した。

誤記（固有名称、引用図表番号、全角・半角等）

設備名称、設備管理番号

仕様表-添付図-適合説明書・添付説明書間の数値等の整合
一般チェックは、延べ人数40人で8/11～14、8/22、23にかけて実施した。

一般チェックの妥当性

上記の8月に実施したレビュー及び申請後の総点検において、多数の不適切な記載等を
発見した。一般チェックは効果があり、引き続き活用すべきと判断している。

４．申請書作成に係る品質管理体制 第4次申請書作成時の特別対策
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P5中の改善の
必要なプロセス

FTA(Fault Tree Analysis)により同定された発生原因
（詳細は参考資料1）

① • 作成部門は専門レビューを重ねることで申請内容の正確性を高めていたが、作
成部門内の人数が限定的なチームではレビューに限度があり、そのことへの備え
が不十分であった。（原因1）

• 申請書における安全機能一覧表の位置付けを明確にできておらず、仕様表-添
付図-適合説明書・添付説明書間に不整合、記載漏れ等が生じやすくなっていた。
（P10）（原因2）

① • 新検査制度を考慮した記載とする必要があったが、個別施設・設備の技術基準
への適合性を主眼としており、新検査制度適用させる必要性への理解不足もあり、
作成部門では従来制度に基づく記載を変更する必要がないと思い込んでいた。
（原因3）

５．第4次申請書の不適切な記載等の発生原因（その1）
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P5中の改善の
必要なプロセス

FTA(Fault Tree Analysis)により同定された発生原因
（詳細は参考資料1）

①⑤ • 設備名称等に使用する用語が担当者により異なっており、環境安全部（許認可
窓口）による用語の明確化やその標準化が不十分であった。（原因4）

③⑤ • 専門レビューと一般チェックとの役割分担を明確にできておらず、複数のレ
ビュー結果が存在していた。その結果として作成部門においてレビュー結果の反
映に関するチェック漏れが発生しやすい状況であった。（原因5）

⑤ • 専門レビューが実施されることを踏まえ、一般チェックは基本的にチェック担当者
によるシングルチェックとしており、副所長はチェック漏れへの備えが不十分で
あった。（原因6）

⑤ • 一般チェックの導入直後でもあり、副所長は具体的なチェック方法を定めておら
ず、綿密なチェックには不足する部分があった。（原因7）

③④⑤ • 複数のレビュー結果が存在していたが、副所長は作成部門がそれらの反映を確
実に実施すると思い込み、反映結果の確認を作成部門任せとし、事業所としてレ
ビュー結果反映結果の確認が不足していた。（原因8）

５．第4次申請書の不適切な記載等の発生原因（その2）
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あるべき申請書作成の姿
① 施設及びその部位が担保している安全機能を
安全機能一覧表により明確にする。

② 担保すべき安全機能（条文）を仕様表に記載す
る。

③ 仕様表に記載すべき具体的な仕様値等は添付
図-適合説明書・添付説明書（計算書）から転用
する。

問題点
• 安全機能一覧表と仕様表の作成が並行してい
た。その状態で、添付図-適合説明書・添付説明
書から仕様値を転用し仕様表を作成していた。

• その結果、担保している安全機能の抽出にばら
つきが生じ、仕様表に記載すべき安全機能（仕
様値等）に不足が生じた。

• また、仕様表の作成が先行していた場合は、安
全機能として担保すべき仕様値以外の余分な情
報を記載していた。

事
業
許
可

技術基準規則施設（建物、設備（部位を含む））

施設 技術基準規則

4条 5条 6条 ・・・

建物 〇 〇

設備 〇

部位 〇 〇

・・・ 〇

技術基準規則 建物

4条 設計方針、仕様値XXX他

5条 該当なし

6条 設計方針、仕様値XXX他

・・・

添付図
適合説明書・添付

説明書

安全機能一覧表

仕様表

担保すべき
安全機能の
抽出

担保すべき
設計方針の抽出

担保すべき
安全機能を具体化

安全機能を確保するため
の仕様値等を抽出

５．第4次申請書の不適切な記載等の発生原因（その3）

注：イメージ図
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FTA(Fault Tree Analysis)により同定された発生原因 再発防止対策
作成部門は専門レビューを重ねることで申請内容の正確性
を高めていたが、作成部門内の人数が限定的なチームで
はレビューに限度があり、そのことへの備えが不十分であっ
た。（原因1）

申請書策定手順を改定し、申請書の作成の
流れを明確にする中で、人数が限定的な
チームに対しては専従者によるチェックを実
施することを定める。（対策1）
（実施済）

申請書における安全機能一覧表の位置付けを明確にでき
ておらず、仕様表-添付図-適合説明書・添付説明書間に不
整合、記載漏れ等が生じやすくなっていた。（原因2）

申請書策定手順を改定し、申請書の作成の
流れを明確にする中で、安全機能一覧表の
位置付けを明確にする。（対策2）
（実施済）

新検査制度を考慮した記載とする必要があったが、個別施
設・設備の技術基準への適合性を主眼としており、新検査
制度適用させる必要性への理解不足もあり、作成部門では
従来制度に基づく記載を変更する必要がないと思い込んで
いた。（原因3）

新検査制度の内容（具体的には申請書添
付書類3）の教育を実施する。（対策3）
（実施済）

設備名称等に使用する用語が担当者により異なっており、
環境安全部（許認可窓口）による用語の明確化やその標準
化が不十分であった。（原因4）

申請書に使用する用語等を手順として明確
にし、記載の正確性を向上させる。
（対策4）
（実施済）

６．再発防止対策（その1）
発生原因への再発防止対策を立案。全ての対策は実施済みであり、第4次補正申請書の作
成作業に適用。
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FTA(Fault Tree Analysis)により同定された発生原因 再発防止対策
専門レビューと一般チェックとの役割分担を明確にで
きておらず、複数のレビュー結果が存在していた。そ
の結果として作成部門においてレビュー結果の反映
に関するチェック漏れが発生しやすい状況であった。
（原因5）

申請書策定手順を改定し、専門レビューと一般レ
ビューのそれぞれのレビューの観点を明確にする
ことで、役割分担を明確にすると共に作成部門にお
ける作業を効率化する。（対策5）
（実施済）

一般チェックの導入直後でもあり、副所長は具体的
なチェック方法を定めておらず、綿密なチェックには
不足する部分があった。（原因7）

これまでのチェック経験を集約し、具体例を追加し
たチェックマニュアル（手順）を定める。（対策7）
（実施済）

専門レビューが実施されることを踏まえ、一般チェッ
クは基本的にチェック担当者によるシングルチェック
としており、副所長はチェック漏れへの備えが不十分
であった。（原因6）

申請書策定手順を改定し、一般チェックについても
ダブルチェックを行うこと、チェックの力量を有する
者から選定することを定める。
副所長が各レビュー・チェックプロセスの実施状況
を確認し、追加レビューの実施等の全体調整を図
る。
レビュー結果反映後に反映の確認を行うことを定め
る。レビュー結果反映後の再チェックは体制を明確
化するとともに、所長による申請書の文書審査に当
たってのホールドポイントとすることを定める。
（参考資料2、3参照）（対策6/8）
（実施済）

複数のレビュー結果が存在していたが、副所長は作
成部門がそれらの反映を確実に実施すると思い込
み、反映結果の確認を作成部門任せとし、事業所と
してレビュー結果反映結果の確認が不足していた。
（原因8）

６．再発防止対策（その2）
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8月27日に申請した第4次申請書の作成段階の品質管理の方法について整理し、不適切な記載等発
生原因として次の点を抽出した。

作成部門はレビューを重ね申請書の正確性を高めているが、作成部門内の人数が限定的な
チームにおいてはレビューに限度があり、そのことへの備えが不十分であった。（原因1）
申請書の作成方法（作り込み方、使用する用語の標準化等）に不備があった。（原因2、3、4）
第4次申請書の作成に当たってはレビュー・チェックプロセス（体制）を強化したが、体制の役割分
担、レビュー・チェック結果の反映等の管理体制・方法を明確にできていなかった。（原因5、6、7）
レビュー・チェック結果の反映等は作成部門任せとし、熊取事業所としての最終確認が不十分で
あった。（原因8）

そこで、不適切な記載等の発生原因を分析し、再発防止対策を立案した。

作成過程における不適切な記載等の発生防止のための手順の明確化（対策2、6/8）
チェック・レビュー体制の強化（対策1）
チェック・レビュー方法の充実（対策4、5、7）
作成部門におけるチェック・レビュー結果の反映の効率化（対策5）
新検査制度に対する理解推進のための教育実施（対策3）

これら再発防止対策は、第4次補正申請書作成作業に適用。また、今後申請する申請書作成作業に
対しても適用する。

７．まとめ
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参考資料1：原因分析結果（詳細）（その1）

不適切な記載があっ

た

作成時の記載が不十

分（未記載・過剰）で

あった

申請書策定手順を改

定し、専門レビューと

一般レビューのそれぞ

れのレビューの観点を

明確にすることで、役

割分担を明確にする

と共に作成部門にお

ける作業を効率化す

る
記載が適切との思い

込みがあった

専門レビューと一般

チェックとの役割分担

を明確にできておらず、

複数のレビュー結果

が存在していた。結果

的に作成部門におい

ては確認個所や反映

個所が多量となってお

り、作成部門において

チェック漏れが発生し

やすい状況であった

チームの中での専門レ

ビューが不足していた

仕様表・図面・付属書

類・根拠資料との整合

確認が不十分であっ

た

仕様表等が安全機能

一覧表と整合していな

かった

設備名称等に使用す

る用語が担当者によ

り異なっており、環境

安全部（許認可窓口）

による用語の明確化

やその標準化が不十

分であった

作成部門は専門レ

ビューを重ねることで

申請内容の正確性を

高めていたが、作成

部門内の人数が限定

的なチームではレ

ビューに限度があり、

そのことへの備えが不

十分であった

申請書策定手順を改

定し、申請書の作成の

流れを明確にする中で、

人数が限定的なチー

ムに対しては専従者に

よるチェックを実施する

ことを定める

②

仕様表と安全機能一

覧表との整合確認が

不十分であった

①①

①

③

安全機能一覧表を基

に仕様表の妥当性を

確認していなかった

申請書における安全

機能一覧表の位置付

けを明確にできておら

ず、仕様表-添付図-

適合説明書・添付説

明書間に不整合、記

載漏れ等が生じやすく

なっていた

竜巻評価の記載（計

算書）が不足していた

各評価に対する計算

書作成の要否が明確

にされていなかった

申請書策定手順を改

定し、申請書の作成

の流れを明確にする

中で、安全機能一覧

表の位置付けを明確

にする



公開用

Ｈ－２０１４５

Nuclear Fuel Industries, Ltd.Nuclear Fuel Industries, Ltd.

15

参考資料1：原因分析結果（詳細）（その2）

一般チェックにより認

識していた誤った記載

が是正されなかった

一般チェックにより抽

出しようとした誤った

記載に気が付けな

かった チェック方法を詳細化

できていなかった

設工認作成担当者に

よる修正に反映漏れ

があった

これまでのチェック経

験を集約し、具体例を

追加したチェックマ

ニュアル（手順）を定

める

誤った記載が存在した

現行規制に基づく記

載については、添付

書類3との整合を確認

していなかった

申請書策定手順を改

定し、一般チェックに

ついてもダブルチェッ

クを行うこと、チェック

の力量を有する者か

ら選定することを定め

る。

副所長が各レビュー・

チェックプロセスの実

施状況を確認し、追加

レビューの実施等の

全体調整を図る。

レビュー結果反映後

に反映の確認を行うこ

とを定める。レビュー

結果反映後の再

チェックは体制を明確

化するとともに、所長

による申請書の文書

審査に当たっての

ホールドポイントとす

ることを定める

気づくべき誤った記載

に気が付かなかった

引用すべき用語の根

拠資料が誤っていた

簡易な修正は確実に

実施されると思い込ん

でいた

一般チェックの導入直

後でもあり、副所長は

具体的なチェック方法

を定めておらず、綿密

なチェックには不足す

る部分があった

チェック者により気づき

の濃淡が生じた

専門レビューが実施され

ることを踏まえ、一般

チェックは基本的にチェッ

ク担当者によるシングル

チェックとしており、副所

長はチェック漏れへの備

えが不十分であった

一般チェックにより十

分なチェックがされて

いない箇所が存在し

た（例えば、図番を○

としていたような部分）

チェック終了後に修正

された部分は作成

チームにより十分な専

門チェックがなされる

ことを前提にしていた

副所長は作成部門が

それらの反映を確実

に実施すると思い込

み、反映結果の確認

を作成部門任せとし、

事業所としてレビュー

結果反映の確認が不

足していた

新検査制度を考慮し

た記載とする必要が

あったが、個別施設・

設備の技術基準への

適合性を主眼としてお

り、新検査制度適用さ

せる必要性への理解

不足もあり、作成部門

では従来規制に基づ

く記載を変更する必要

がないと思い込んでい

た

新検査制度の内容

（具体的には申請書

添付書類3）の教育を

実施する

申請書に使用する用

語等を手順として明確

にし、記載の正確性を

向上させる

②
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熊取事業所長 
（申請書の審査） 

品質・安全管理室長 
（設工認確認チームによる 
レビュー結果の確認） 

核燃料安全委員会 
（申請書の審議） 

社長 
（申請書の承認、申請の許可） 

● ホールドポイント 

実施状況の確認 

報告 

報告 

付議 

上覧 

上覧 

確認の指示 

確認 

許認可窓口部門 
（申請書の集約、 
とりまとめ等） 

申請書作成部門 
（申請書の 

作成・レビュー） 

申請書 
一般チェック体制 
（申請書のレビュー） 

設工認確認チーム 
（申請書の 
レビュー） 

レビュー 
結果の 
提供 

レビュー 
結果の 
提供 

熊取事業所副所長 
（各チェック・レビューの指示） 

参考資料2：対策前の申請書作成フロー
注）複数の文書・手順で
定められたものを
取りまとめている
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熊取事業所長 
（申請書の審査） 

品質・安全管理室長 
（設工認確認チームによる 
レビュー結果の確認） 

核燃料安全委員会 
（申請書の審議） 

社長 
（申請書の承認、申請の許可） 

● ホールドポイント 

実施状況の確認 

報告 

報告 

付議 

上覧 

上覧 

確認の指示 

確認 

許認可窓口部門 
（申請書の集約、 
とりまとめ等） 

申請書作成部門 
（申請書の 

作成・レビュー） 

申請書 
一般チェック体制 
（申請書のレビュー） 

設工認確認チーム 
（申請書の 
レビュー） 

レビュー 
結果の 
提供 

レビュー 
結果の 
提供 

熊取事業所副所長 
（各チェック・レビューの妥当性

又は実施・反映状況の確認） 

ホールドポイント● 

レビュー

結果の 
報告 

参考資料3：対策後の申請書作成フロー

注）複数の文書・手順で
定められたものを
取りまとめている

専従者によるチェック追加（対策1）
各レビューの役割の明確化（対策5）

安全機能一覧表の位置付けの明確化（対策2）
新検査制度に係る教育（対策3）
使用する用語等の明確化（対策4）

使用する用語等の
明確化（対策4）

チェックマニュアルの
作成（対策7）

ダブルチェックの実施
（対策6/8）

各レビューの役割の
明確化（対策5）

プロセスの実施状況
の確認、修正完了後
における反映確認
（対策6/8）

各プロセスの実施
状況の確認報告
（対策6/8）


